
 
      充実した学校教育実現のための支援 

 
【目標とする姿】 

(1) 児童生徒をはじめ，学校施設の利用者が安心して，快適に過ごすことができる学校施 

設・設備などが整備されています。 

(2) 先進的な教育研究に積極的に取り組み，全市的な教育向上を図るとともに，本市の実 
情に応じた新たな学校教育システムについての実現に向けて取り組んでいます。 

 

施策展開の

方向性 
指 標 名 

【基準年】 

平１６年度の 

状況 

平１８→１９年度の 

状況 

【目標年次】 

平２２年度の 

状況 

(1)教育環境

の整備と

充実 

小・中学校の大

規模改修実施

校（延べ） 

３校／80校 
４校／８０校 

→ ４校／９３校 
９校／93校 

施 

策 

の 

主 

な 

指 

標 

(2)新たな学

校教育に

向けた積

極的な取

組 

本市指定の研

究学校数 
２1校／80校

55校／59校 

→ 66校／93校 
33校／93校

 

学校安全のための取組の推進 

学校事務システムの導入と活用 重点施策・事業 

研究学校の指定とその成果の活用 

 

主な成果 

・ 研究学校の指定校数が増加し，先進的な研究の実践や，学校の活性

化に向けた取組が進められ，研究成果をまとめた記録集を全校に配付

することにより，成果の共有を図った。 

・ 学校安全のための取組の推進については，来訪者の確認や門扉の閉

鎖などにより，安全対策が進められている。 

・ 教職員用のパソコンの全校配置が完了し，校内ＬＡＮを活用した事

務軽減とともに，学校経営改善検討委員会における学校事務改善を進

めていく。 

今後の課題 

・ 今後，小・中学校の大規模改修を計画的に実施していくために，国

からの交付金などの財源確保が必要であるとともに，現在の整備ペー

スでいくと，全校実施までには長期間かかり，学校間の教育環境の格

差が大きくなることへの対応が必要である。 

・ 大規模改修とともに，耐震化工事を進めることが必須であり，今後，

計画を前倒しして実施する必要がある。 

・ 普通教室への空調設備の導入など，児童生徒の健康や安全に配慮し

た教育環境の整備を進めていく。 

・ 研究学校においては，「分かる授業」の実現に向けた研究とともに，

本市学校教育に必要な研究テーマに基づく研究を推進し，研究成果を

さらに共有できるシステムを作っていく。 

施策の柱７ 
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施策の柱７ 

重点施策・事業   

 

［所管課 学校健康課］ 

施策の柱 充実した学校教育実現のための支援 プラン上の 

位置付け 施策展開の方向性 教育環境の整備と充実 

目  的 
児童生徒が安心して学習や生活ができるよう，学校の安全対策をより効果的

なものにする。 

手  段 

・ 教職員による校内安全管理を徹底するとともに，防犯ブザーの配付や学校

業務職員による防犯パトロールなどを行う。 

・ スクールガード・リーダーを配置し，学校安全ボランティアに対して助言

を行うことで，学校安全ボランティアの継続的な活動を推進するなど，学校

と家庭・地域が連携した取組を推進する。 

 

年 度 平１８ 平１９ 平２０ 平２１ 平２２ 

スケジュール 

予 定      

 

 

前年度の 

取組の状況 
 

◇教育委員会の

取組   

 

○学校の取組 

◇ 小学校1年生への防犯ブザーの配付（在校生は前年度までに配付済み）

  （主管：生活安心課） 

◇ 全小学校にスクールガード・リーダーを配置 

◇ 学校業務職員による防犯パトロールを全小学校区で実施 

 

○ 校内の安全確保 

 ・ 校門の閉鎖 

 ・ 訪問者の名札着用と来校目的の確認 

 ・ さすまたの活用 

 ・ 教員による校内巡回，あいさつや声かけ推進運動 

 ・ 学校業務職員による腕章・帽子等を着用しての作業 

 ・ 緊急通報装置の設置 

○ 学校安全ボランティアによる安全確保 

 ・ 校内外の巡回 

・ 登校時における同行 

 ・ 登下校時における立哨指導 

 

 

○拡充  ●継続  ○縮小  ○廃止  ○終了 

今後の方向性 
・ 学校安全の推進は児童生徒が安心して学ぶために重要な対策である。

⇒ 「魅力ある学校づくり地域協議会」や「スクールガード・リーダー」

を効果的に活用するなどしながら，地域と連携した校内安全対策を徹底

していく。 

１ 学校安全のための取組の推進 
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施策の柱７ 

 重点施策・事業   

 
［所管課 学校管理課（教育センター）］ 

施策の柱 充実した学校教育実現のための支援 プラン上の 

位置付け 施策展開の方向性 教育環境の整備と充実 

目  的 

・ 教職員の事務負担を軽減して教育活動に充てる時間を十分確保するととも

に，情報の共有化による正確性，迅速性を確保するため，学校事務システム

の導入と活用を図る。 

手  段 

・ 「学校事務システム」を導入し，教育委員会と全小・中学校間で，パソコ

ンのネットワークを整備・活用する。 

・ 教員へ校務用パソコンを導入するとともに，校内ＬＡＮを構築し，活用す

る。 

 

 

年 度 平１８ 平１９ 平２０ 平２１ 平２２ 

スケジュール 

予 定      

 

 

前年度の 

取組の状況 
 

◇教育委員会の

取組   

 

○学校の取組 

◇ 全校に学校事務システム（財務情報システム・学校用グループウェア）

を導入 

 ・ 就学学籍の管理 

 ・ 就学援助の管理 

・ 担当者対象の研修会（年１回）と個別相談研修（随時）の実施 

◇ 教職員一人１台パソコン配備完了 

  

○ 学校事務システムの導入 

 ・ 就学事務の迅速化・正確化 

 ・ 就学援助事務の負担軽減 

 ・ 校内ＬＡＮを活用した事務軽減 

 

 

○拡充  ●継続  ○縮小  ○廃止  ○終了 

今後の方向性 
・ 学校事務システムの運用や教員用パソコンの導入は，学校事務の効率

化のために有効である。 

⇒ システムや操作マニュアルの改善・整備及び担当者対象研修会を実施

することにより，さらに円滑な運用が図れるようにする。 

学校事務システムを平１８に導入し，以後運用管理 

２ 学校事務システムの導入と活用 

教員用パソコンを平１８から導入を開始し，以後活用 
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施策の柱７ 

 重点施策・事業   ３ 研究学校の指定と成果の活用 
 

［所管課 学校教育課］ 

施策の柱 充実した学校教育実現のための支援 プラン上の 

位置付け 施策展開の方向性 新たな学校教育に向けた積極的な取組み 

目  的 
 学校の活性化と教員の指導力向上を図るとともに，先駆的・先進的な研

究に積極的に取り組み，学校教育を充実する。 

手  段 

次のタイプの研究学校を設定し，研究学校での実践事例や取組の成果を，

全校に提供する。 

・ 市が設定する，本市学校教育の推進に必要とされる研究テーマに取り

組む研究学校 

・ 国・県の研究テーマに取り組む研究学校 

・ 学校課題に応じた研究テーマに取り組む研究学校 

 

 

年 度 平１８ 平１９ 平２０ 平２１ 平２２ 

スケジュール 

予 定      
先進的研究を前期に研究 

 

 

前年度の 

取組の状況 
 

◇教育委員会の

取組   

 

○学校の取組 

◇ 研究学校の指定 

 ・ 市のテーマ：４１校 国・県等のテーマ：９校  

 ・ 市の研究への協力校：１６校 

◇ 指導主事等の訪問による研究の推進 

◇ 研究実践記録集の作成・配付 

 ・ 研究指定校における研究をまとめた記録集を全校に配付し，成果の

共有を図る。 

 

○ 全校体制での研究の推進 

 ・ 校内研修における理論研究及び実践 

 ・ 要請訪問での公開授業を通した授業研究 

・ 研究のまとめのホームページや学校だよりなどによる公表 

 

 

●拡充  ○継続  ○縮小  ○廃止  ○終了 

今後の方向性 

・ 教職員の指導力向上や学校の活性化を図り，学校教育を向上させるた

めには，研究学校を指定することは大変有効である。 

⇒ 「分かる授業」の実現や，本市学校教育に必要な研究テーマによる研究を

推進するとともに，研究学校数の増加を図り，本市全体の実践研究と成

果の共有を推進する。 
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